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(57)【要約】
【課題】車輌の運転中にフロントウインドシールドを通
した視野内の対象物を、視界不良な環境でも、運転者が
より適確かつ瞬間的に認識し得る画像表示を可能にする
車輌用画像表示システム及び方法を提供する。
【解決手段】ＡＣＣシステム３又は走行環境認識システ
ム４２と組み合わせて走行支援システムを構成する車輌
用画像表示システム１は、フロントウインドシールド１
５を表示画面に用いるディスプレイ装置４と、自車輌の
前方に検知される対象物のディスプレイ装置による画像
表示を制御するためのディスプレイ制御部５とを備える
。ディスプレイ制御部は、対象物の輪郭に沿った形状の
マーキング画像又は輪郭表示を、フロントウインドシー
ルドを通して見える現実風景に、実際の対象物に重なる
ように表示させる。マーキング画像の表示属性は、対象
物の自車輌への影響度に応じて調整・変更できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車輌の運転を支援するために使用される車輌用画像表示システムであって、
　前記自車輌のフロントウインドシールドを画面表示に用いるディスプレイ装置と、
　前記自車輌の前方に検知される対象物の前記ディスプレイ装置による画像表示を制御す
るためのディスプレイ制御部とを備え、
　前記ディスプレイ制御部が、前記対象物の輪郭に沿った形状のマーキング画像を、前記
フロントウインドシールドを通して見える現実風景に、実際の前記対象物に重なるように
表示し、前記対象物が前記自車輌の運転行動に及ぼし得る影響度に応じて、前記マーキン
グ画像の表示属性を調整・変更することができる車輌用画像表示システム。
【請求項２】
　前記ディスプレイ制御部が、更に前記対象物の種別によって前記マーキング画像の表示
属性を調整・変更する請求項１に記載の車輌用画像表示システム。
【請求項３】
　前記表示属性が前記マーキング画像の色、太さ、明るさ、又は点滅若しくは蛍光表示の
有無を含む請求項１又は２に記載の車輌用画像表示システム。
【請求項４】
　前記マーキング画像が前記対象物の輪郭線を表す請求項１乃至３のいずれかに記載の車
輌用画像表示システム。
【請求項５】
　前記対象物が、前記自車輌が追従走行するために検知された目標先行車両であり、前記
影響度が、前記目標先行車両の検知状態の良否である請求項１乃至４のいずれかに記載の
車輌用画像表示システム。
【請求項６】
　前記対象物が、前記自車輌の前方に認識される走行環境であり、前記影響度が、前記自
車輌の走行に関する危険度である請求項１乃至４のいずれかに記載の車輌用画像表示シス
テム。
【請求項７】
　前記走行環境が、道路上及び／又はその周辺の他車輌、歩行者、道路境界、道路表示、
道路附属物、道路上の障害物、動物の１つ又は複数を含む請求項６に記載の車輌用画像表
示システム。
【請求項８】
　自車輌の前方に検知される対象物を、前記自車輌のフロントウインドシールドを画面表
示に用いるディスプレイ装置に画像表示させることにより、前記自車輌の運転を支援する
ための車輌用画像表示方法であって、
　前記画像表示が、前記対象物の輪郭に沿った形状のマーキング画像を、前記フロントウ
インドシールドを通して見える現実風景に、実際の前記対象物に重なるように表示させ、
前記対象物が前記自車輌の運転行動に及ぼし得る影響度に応じて、前記マーキング画像の
表示属性を調整・変更するように制御される車輌用画像表示方法。
【請求項９】
　前記マーキング画像の表示属性が、更に前記対象物の種別によって調整・変更される請
求項８に記載の車輌用画像表示方法。
【請求項１０】
　前記表示属性が前記マーキング画像の色、太さ、明るさ、又は点滅若しくは蛍光表示の
有無を含む請求項８又は９に記載の車輌用画像表示方法。
【請求項１１】
　前記対象物が、前記自車輌が追従走行するために検知した目標先行車両であり、前記目
標先行車両の検知状態の良否によって前記影響度を判定する請求項８乃至１０のいずれか
に記載の車輌用画像表示方法。
【請求項１２】
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　前記対象物が、前記自車輌の前方に認識される走行環境であり、前記自車輌の走行に関
する危険度によって前記影響度を判定する請求項８乃至１０のいずれかに記載の車輌用画
像表示方法。
【請求項１３】
　前記走行環境が、道路上及び／又はその周辺の他車輌、歩行者、道路境界、道路表示、
道路附属物、道路上の障害物、動物から選択される１つ又は複数である請求項１２に記載
の車輌用画像表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に自動車等の車輌の運転を支援するために使用される車輌用画像表示シス
テム及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、自動車の安全な運転を支援するために様々な走行支援システムが開発されて
いる。例えば、車輌の前部に搭載したレーダー装置を用いた定速走行・車間距離制御（Ａ
ＣＣ：Adaptive Cruise Control）によって、前方の先行車輌との車間距離を一定に維持
しつつ走行するためのオートクルーズ装置がよく知られている（例えば、特許文献１を参
照）。同文献記載の装置は、先行車輌が検知されないときは、設定車速を維持して定速走
行し、先行車輌が検知されると、設定された車間距離を維持するように走行する。
【０００３】
　また、自車輌周辺の危険を運転者に直感的に分かり易く伝達するための車輌用情報伝達
装置が提案されている（例えば、特許文献２を参照）。この装置は、自車輌に搭載したカ
メラやレーダー等を用いて、前方周辺に存在する歩行者、自転車又は他車輌等の危険対象
を検出し、それをインストルメントパネルの表示装置に図形で表示して、その存在を運転
者に認識させる。
【０００４】
　同様に、自車輌との接触可能性が高い対象物の存在及び種類を、ＨＵＤ（ヘッドアップ
ディスプレイ）からなる画像表示装置に表示して、運転者に通報する車輌周辺監視装置が
知られている（例えば、特許文献３を参照）。対象物は、その形状及びサイズに基づいて
例えば歩行者、自転車、動物等の種類が判定され、その種類の違いに応じて異なる形態の
マークと、対象物の位置にそれを囲む矩形状のフレームとがＨＵＤに表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２６４６８８号公報
【特許文献２】国際公開第２０１３／０８８５３５号
【特許文献３】特開２０１０－１０８２６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した従来のオートクルーズ装置は、設定した車間距離で追従走行中に車間距離セン
サーが先行車輌を見失うと、予め設定した車速まで自動的に加速した後、定速走行に移行
する。このように急激な自動加速は、先行車輌に不用意に接近し過ぎたり、運転者に不安
感を与える虞がある。逆に、先行車輌を見失った後、直ぐに加速動作に入らなかったり、
自動加速が小さい等の挙動は、却って運転者が違和感を覚える等の問題を生じ得る。別言
すれば、運転者は、オートクルーズ装置が先行車輌を見失いそうな状況をタイムリーに認
識できれば、車輌の如何なる挙動に対しても十分に対応することが可能になる。
【０００７】
　他方、特許文献２記載の装置は、検出した危険対象がインストルメントパネルの表示装
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置に表示されるので、それを見るために運転者は、運転中に前方の視界から頭や眼を大き
く動かさなければならず、危険性が増す虞がある。しかも、表示される図形及び表示方法
を熟知していないと、運転者は、表示された危険対象が具体的に何か、どの程度の危険か
等を咄嗟に判断又は理解することができず、危険回避の判断を誤ったり回避動作に遅れた
りする虞がある。
【０００８】
　特許文献３記載の装置は、ＨＵＤを用いて表示する点において、そうでない場合よりも
有利である。しかしながら、特許文献２と同様に、対象物の存在及び種類が、予め決めら
れた形態のマークに置き換えて表示されるので、表示されたマークが教えようとしている
具体的な対象物が何か、危険性の有無やその程度等を、咄嗟に判断又は理解することがで
きない虞がある。特に、具体的な対象物が何かは、運転者が直接肉眼で確認できることが
好ましく、そのためには矩形状フレームで囲まれた実際の対象物がはっきりと見えなけれ
ばならない。しかし、視界不良時の走行中に、ＨＵＤにより表示される四角い枠中の対象
物を運転者が具体的に認識又は判断することは、相当困難であると予想される。
【０００９】
　しかも、濃霧、暴風雨、暴風雪等の悪天候や夜間で街灯照明が無いために視界を確保で
きない場合、走行中の車輌にとって危険な対象物は、歩行者等の人間や動物に限らない。
また、都市部では、道路状況や時間帯等によって、通行区分が変更されることもある。即
ち、走行中の車輌にとって、例えば周辺の他車輌、道路の境界、様々な道路附属物、道路
上の落下物や倒木、倒壊物等の障害物を含む道路及び／又は交通状況も、危険な対象物と
なり得る。しかしながら、上述した従来技術は、これら様々な対象物への安全対策を全く
又は十分に考慮していない。
【００１０】
　そこで、本発明は、上述した従来の問題点を解消するためになされたもので、その目的
は、車輌の運転者を支援して車輌の安全な走行を実現するために、運転者がフロントウイ
ンドシールドを通して見える視野内で認識しなければならない対象物を、良好な視界を十
分に確保し難い環境又は条件下でも、より適確かつより瞬間的に、更に好ましくはより直
感的に認識し得るような画像表示を可能にする車輌用画像表示システム、及びそのための
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の車輌用画像表示システムは、自車輌の運転を支援するために使用されるもので
あって、
　自車輌のフロントウインドシールドを画面表示に用いるディスプレイ装置と、
　自車輌の前方に検知される対象物のディスプレイ装置による画像表示を制御するための
ディスプレイ制御部とを備え、
　ディスプレイ制御部が、対象物の輪郭に沿った形状のマーキング画像を、フロントウイ
ンドシールドを通して見える現実風景に、実際の対象物に重なるように表示し、対象物が
自車輌の運転行動に及ぼし得る影響度に応じて、マーキング画像の表示属性を調整・変更
し得ることを特徴とする。
【００１２】
　このようにディスプレイ制御部がマーキング画像の表示属性を対象物の影響度に応じて
調整・変更することによって、自車輌の運転者は、リアルタイムで自車輌の前方に存在す
る対象物が自車輌の運転に及ぼし得る影響及びその大きさを事前に把握することができる
。そして、かかる本発明の車輌用画像表示システムを自車輌の走行支援システムに組み合
わせて使用することによって、自車輌のより安全な走行が可能になる。
【００１３】
　ここで、表示属性には、マーキング画像の色、太さ、明るさ、又は点滅若しくは蛍光表
示の有無が含まれる。それによって、運転者は、対象物の影響度を視覚的に感知して、そ
の影響の内容及び大きさを直感的に瞬時に把握することができる。
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【００１４】
　或る実施形態では、マーキング画像が対象物の輪郭線を表すことにより、対象物の実体
即ち何であるか、その大きさ、及び自車輌から対象物までの距離感を直感的に認識するこ
とができる。
【００１５】
　また或る実施形態では、対象物が、自車輌が追従走行するために検知された目標先行車
両であり、影響度が、目標先行車両の検知状態の良否である。自車輌が先行車輌を自動運
転で追従走行する際に、目標先行車両の検知状態が良ければ、自動運転での追従走行は可
能であるが、悪ければ不可能で追従走行は中止される。このとき、運転者は、自車輌の自
動運転システムが追従走行を中止する前に、それを事前に察知して、通常運転等への切り
換えを準備することができる。
【００１６】
　別の実施形態では、対象物が、自車輌の前方に認識される走行環境であり、影響度が、
自車輌の走行に関する危険度である。これにより、運転者は、自車輌前方の走行環境に対
して自車輌が安全に走行できるか否か、その危険度の程度をリアルタイムでかつ瞬時に直
感的に把握することができる。かかる本発明の車輌用画像表示システムを自車輌の走行支
援システムに組み合わせることによって、自車輌のより安全な走行が可能になる。
【００１７】
　ここで、走行環境には、道路上及び／又はその周辺の他車輌、歩行者、道路境界、車線
・横断歩道等の道路表示、道路附属物、道路上の障害物、動物の１つ又は複数を含むこと
ができる。それによって、運転者は、自車輌前方の走行環境における対象物の危険度を視
覚的に感知し、その危険の内容及び大きさを直感的に瞬時に把握することができる。
【００１８】
　本発明の別の側面によれば、本発明の車輌用画像表示方法は、自車輌の前方に検知され
る対象物を、自車輌のフロントウインドシールドを画面表示に用いるディスプレイ装置に
画像表示させることにより、自車輌の運転を支援するためのものであって、
　画像表示が、対象物の輪郭に沿った形状のマーキング画像を、フロントウインドシール
ドを通して見える現実風景に、実際の対象物に重なるように表示させ、対象物が自車輌の
運転行動に及ぼし得る影響度に応じて、マーキング画像の表示属性を調整・変更するよう
に制御されることを特徴とする。
【００１９】
　このようにフロントウインドシールド上の画像表示が、マーキング画像の表示属性を対
象物の影響度に応じて調整・変更するように制御されることにより、自車輌の運転者は、
リアルタイムで自車輌の前方に存在する対象物が自車輌の運転に及ぼし得る影響及びその
大きさを事前に把握することができる。そして、かかる本発明の車輌用画像表示方法を自
車輌の走行支援システムに組み合わせて使用することによって、自車輌のより安全な走行
が可能になる。
【００２０】
　或る実施形態では、マーキング画像の表示属性が、更に対象物の種別によって調整・変
更されることにより、自車輌の運転者は、対象物の実体を容易に直感的に瞬時に認識する
ことができる。
【００２１】
　ここで、表示属性には、マーキング画像の色、太さ、明るさ、又は点滅若しくは蛍光表
示の有無が含まれる。それによって、運転者は、対象物の影響度を視覚的に感知して、そ
の影響の内容及び大きさを直感的に瞬時に把握することができる。
【００２２】
　また或る実施形態では、対象物が、自車輌が追従走行するために検知した目標先行車両
であり、目標先行車両の検知状態の良否によって影響度を判定する。自車輌が先行車輌を
自動運転で追従走行する際に、目標先行車両の検知状態が良ければ、自動運転での追従走
行は可能であるが、悪ければ不可能で追従走行は中止される。このとき、運転者は、自車
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輌の自動運転システムが追従走行を中止する前に、それを事前に察知して、通常運転等へ
の切り換えを準備することができる。
【００２３】
　別の実施形態では、対象物が、自車輌の前方に認識される走行環境であり、自車輌の走
行に関する危険度によって影響度を判定する。これにより、運転者は、自車輌前方の走行
環境に対して自車輌が安全に走行できるか否か、その危険度の程度をリアルタイムでかつ
瞬時に直感的に把握することができる。かかる本発明の車輌用画像表示方法を自車輌の走
行支援システムに組み合わせることによって、自車輌のより安全な走行が可能になる。
【００２４】
　ここで、走行環境には、道路上及び／又はその周辺の他車輌、歩行者、道路境界、車線
・横断歩道等の道路表示、道路附属物、道路上の障害物、動物から選択される１つ又は複
数が含まれる。それによって、運転者は、自車輌前方の走行環境における対象物の危険度
を視覚的に感知し、その危険の内容及び大きさを直感的に瞬時に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の車輌用画像表示システムを定速走行・車間距離制御システムに組み合わ
せた走行支援システム全体の構成を示すブロック図。
【図２】本発明を実施するためにカメラ及びセンサーを配置した自動車の一例を示す平面
図。
【図３】本発明の車輌用画像表示システムを備える自動車のフロントウインドシールド及
びダッシュボード上部を運転席側から見た概念図。
【図４】（ａ）及び（ｂ）図はフロントウインドシールドの画面表示を示す図。
【図５】（ａ）～（ｃ）図はフロントウインドシールドの別の画面表示を示す図。
【図６】本発明の車輌用画像表示システムを走行環境認識システムに組み合わせた走行支
援システム全体の構成を示すブロック図。
【図７】車車間通信及び路車間通信の典型例を示す説明図。
【図８】（ａ）図はフロントウインドシールドを通した現実風景、（ｂ）図は現実風景に
重ねたフロントウインドシールドの画面表示を示す説明図。
【図９】（ａ）図はフロントウインドシールドを通した別の現実風景、（ｂ）図は現実風
景に重ねたフロントウインドシールドの画面表示を示す説明図。
【図１０】（ａ）図はフロントウインドシールドを通した別の現実風景、（ｂ）図は現実
風景に重ねたフロントウインドシールドの画面表示を示す説明図。
【図１１】（ａ）図はフロントウインドシールドを通した別の現実風景、（ｂ）図は現実
風景に重ねたフロントウインドシールドの画面表示を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に、添付図面を参照しつつ、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。添
付図面において、同一又は類似の構成要素には、同一又は類似の参照符号を付して表すも
のとする。
【００２７】
　図１は、本実施形態の車輌用画像表示システムを定速走行・車間距離制御（ＡＣＣ）シ
ステムに組み合わせた、走行支援システムの構成全体を概略的に示している。同図に示す
ように、走行支援システム１は、車輌用画像表示システム２と、それに接続されたＡＣＣ
システム３とを備える。車輌用画像表示システム２は、自動車のフロントウインドシール
ドを画面表示に利用したディスプレイ装置４、ディスプレイ制御部５、及びディスプレイ
情報記憶部６を備える。車輌用画像表示システム２は更に、自動車のダッシュボードにイ
ンダッシュ又はオンダッシュで搭載されるモニター装置を補助的なディスプレイ装置とし
て備えることができる。
【００２８】
　ＡＣＣシステム３は、定速走行・車間距離制御を行うために、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ
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を含むマイクロコンピュータからなるＡＣＣ制御部７を備える。ＡＣＣ制御部７は、追従
走行制御部７１、定速走行制御部７２、及び目標先行車輌決定部７３を有する。追従走行
制御部７１は、先行車輌に対して実際の車間距離を予め設定した車間距離に維持するよう
に、自車輌に先行車輌を追従させる追従走行モードを実行する。定速走行制御部７２は、
予め設定した車速で自車輌を走行させる定速走行モードを実行する。目標先行車輌決定部
７３は、追従走行モードの目標となる先行車輌を決定する。
【００２９】
　ＡＣＣ制御部７は、自動車の加速系８及び制動系９と、車輌用画像表示システム１のデ
ィスプレイ制御部５とに接続されている。一般に、加速系８は、原動機の回転数を上げた
りギアチェンジをして自動車を発進させ、その速度を増加又は維持する働きを行う。制動
系９は、原動機の回転数を下げたりギアチェンジをして、自動車の速度を減少又は走行を
停止させる働きを行う。
【００３０】
　ＡＣＣ制御部７は更に、入力部１０、先行車輌検知部１１及び自車速センサー１２に接
続されている。入力部１０は、自動車の運転者がＡＣＣをオン・オフし、所望の設定を入
力するために使用される。先行車輌検知部１１は、後述するフロント側のレーダーセンサ
ーを用いて、先行する他車輌との車間距離、相対速度、自車輌の向きに対する方向等を検
知する。自車速センサー１２は、例えば車輪等に設置されて、自車輌の車速を検知するた
めのものである。
【００３１】
　本実施形態の車輌用画像表示システム１において、ティスプレイ装置４の画像表示はデ
ィスプレイ制御部５によって制御される。ディスプレイ制御部５は、ＡＣＣシステム３の
ＡＣＣ制御部７から受ける指示や情報に基づいて、必要な画像をティスプレイ装置４の画
面に表示する。ディスプレイ情報記憶部６には、ティスプレイ装置４に表示する画像の様
々な表示パターンのデータファイルや、その表示方法等のプログラムが予め記憶されてい
る。
【００３２】
　図２は、走行支援システム１を搭載した自動車１４を概略的に例示している。自動車１
４は、自車輌の周囲に存在する対象物を検知するための手段として、いくつかのカメラ及
びセンサーを備えている。自動車１４のフロントウインドシールド１５上部には、その真
直及び左右前方の対象物を認識するために左右一対のフロントカメラ１６，１６と、左右
のドアミラー１７，１７下部には、左右後方の対象物を認識するために左右一対のリアカ
メラ１８，１８とが装着され、更に真直後方を検知するために、リアウインドシールド１
９上部中央に中央リアカメラ（図示せず）を備えることができる。別の実施形態では、こ
れらのカメラに別のカメラを追加して、３６０°カメラを構成することもできる。
【００３３】
　更に自動車１４は、その真直前方を検知するためにフロント部（例えば、ラジエーター
グリル、ボンネット又はフロントバンパー内）中央に設けたフロント側のレーダーセンサ
ー２０と、真直後方を検知するためにリア部（例えば、リアパネル又はフロントバンパー
内）中央に設けたリア側のレーダーセンサー２１とを備える。これらレーダーセンサーに
は、例えばミリ波レーダー、マイクロ波レーダー、レーザーレーダー、赤外線センサー、
超音波センサー等を用いることができる。
【００３４】
　特にフロント側のレーダーセンサー２０は、中長距離用と短距離用の２種類のミリ波レ
ーダーを併用することが好ましい。また、短距離用のレーダーセンサーは、左右１対に設
けることが好ましい。ミリ波レーダーは、フロント側のレーダーセンサー２０に使用した
場合に、先行車輌との車間距離、自車輌との相対速度及び位置関係（方向）だけでなく、
先行車輌に近付いたり離れたりする変化を瞬時に認識できる能力をも有し、自動追尾にも
適しているので、好都合である。更に、ミリ波レーダーの検知能力は、雨雪や霧等の悪天
候又は夜間のような視界不良の環境でも影響を受け難く、しかも検知距離が約２００ｍと
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長い点で有利である。
【００３５】
　図３は、車輌用画像表示システム２を備えた自動車のフロントウインドシールド１５及
びダッシュボード２３上部を運転席側から概念的に示している。ダッシュボード２３上部
には、ディスプレイ装置４としてのフロントウインドシールド１５に画像を投影するため
のヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）装置２４が設けられている。ＨＵＤ装置２４は、
ダッシュボード２３内に組み込むことができる。前記ＨＵＤ装置は、ダッシュボード２３
上面や、運転席天井部のサンバイザー２５の位置に装着することもできる。更に、これら
及び／又は他の位置の複数箇所から投影できるように設けることもできる。
【００３６】
　一般にＨＵＤ装置は、フロントウインドシールド自体をスクリーンとしたり、フロント
ウインドシールドと乗員の眼との間若しくはフロントウインドシールドの表面に設けられ
た透明スクリーンに表示画像を投影するタイプ等、様々な構造のものが使用され、開発さ
れている。本発明のＨＵＤ装置は、従来から知られた如何なる構造、仕組みのものであっ
ても良い。
【００３７】
　ダッシュボード２３の正面略中央には、上述した車輌用画像表示システム２の補助的デ
ィスプレイ装置として使用可能なモニター装置２６がインダッシュで即ちダッシュボード
２３内に一体に組み込まれている。前記モニター装置は、オンダッシュで即ちダッシュボ
ード２３上に取り付けることもできる。更に、フロントウインドシールド１５中央上部に
取り付けられたバックミラー２７は、後述するように、車輌用画像表示システム２の別の
補助的ディスプレイ装置として機能させることも可能である。
【００３８】
　フロントウインドシールド１５は、その全面又は一部がディスプレイ装置４として使用
される。例えば、フロントウインドシールド１５を通して見える現実風景に重ねて表示す
る画像を投影するために、図３に示すように、フロントウインドシールドの中央部分を含
む広い視野領域を表示領域２８に設定することができる。当然ながら、表示領域２８は、
図３に示す位置、大きさ又は範囲に限定されるものではない。
【００３９】
　フロントウインドシールド１５は、表示領域２８内及び／又は周辺の領域を、左右リア
カメラ１８，１８が撮像したリアビューの映像／又はそれを処理した画像を投影するため
に使用することもできる。また、バックミラー２７及び／又はモニター装置２６に、レー
ダーセンサー２１が検出した対象を加工処理した画像、又は前記中央リアカメラが撮像し
た映像若しくはそれを処理した画像を表示させることができる。
【００４０】
　ＡＣＣシステム３による自動車の定速走行・車間距離制御について説明する。本実施形
態の定速走行・車間距離制御は、例えば以下のように行われるが、当然ながら、これに限
定されるものではない。
【００４１】
　ＡＣＣ制御部７は、運転者がＡＣＣスイッチ（図示せず）をオンにすることによって、
自車輌の定速走行・車間距離制御を開始する。定速走行の車速及び先行車輌との車間距離
は、運転者がＡＣＣスイッチをオンにする直前に、所望の値を入力部１０に入力して設定
してもよいし、ＡＣＣシステム３のメモリに記憶されている前回の設定値をそのまま使用
することもできる。定速走行・車間距離制御は、先行車輌が検知されているときは追従走
行モードで、先行車輌が検知されていないときは定速走行モードで、互いに切り換えて行
われる。
【００４２】
　最初に、先行車輌検知部１１がフロント側のレーダーセンサー２０を用いて、先行する
全ての他車輌を検知する。先行車輌検知部１１は、検知された全ての先行車輌との車間距
離、相対速度、自車輌に対する方向等を検出してメモリに記憶すると共に、その中で自車
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輌と同じ車線を走行している先行車両の内、自車輌に最も近いものを追従走行するための
目標の先行車輌に決定する。目標先行車輌の決定は、先行車輌検知部１１によって検出さ
れた目標先行車輌の位置関係及び相対速度等のデータと共に、ＡＣＣ制御部７に通知され
る。
【００４３】
　レーダーセンサー２０は、前記ＡＣＣスイッチのオンオフに拘わらず、常時走査させて
いることが好ましい。それにより、前記ＡＣＣスイッチのオン操作に対して、目標先行車
輌の決定を素早くできるだけでなく、先行車輌の検知を追突防止機能にも利用することが
できる。
【００４４】
　本実施形態では、先行車輌検知部１１が、レーダーセンサー２０に加えて、一対のフロ
ントカメラ１６，１６を併用することによって、検知した先行車輌の位置情報をより高精
度に検出することができる。特に、フロントカメラ１６，１６は、先行車輌の位置だけで
なく、その後部形状をも精度良く検出することができる。
【００４５】
　先行車輌の位置情報及び／又は走行状況は、先行車輌との間で近距離無線通信を行うこ
とによって入手することもできる。このような先行車輌との所謂車車間通信により入手し
た情報を、レーダーセンサー２０及びフロントカメラ１６，１６による検出結果に加える
ことによって、先行車輌検知部１１は、先行車輌の位置情報精度を更に高めることができ
る。
【００４６】
　先行車輌の位置情報及び／又は走行状況は、道路上に設置されたセンサーやアンテナ等
の通信装置と直接又はその周辺エリアのサーバーを介して無線通信する所謂路車間通信に
よっても、入手可能である。かかる車車間通信及び／又は路車間通信のために、ＡＣＣシ
ステム３又は走行支援システム１は、外部と通信するための通信機器を備えることが好ま
しい。
【００４７】
　追従走行モードにおいて、ＡＣＣ制御部７は、決定した目標先行車輌との車間距離を設
定車間距離に維持するように、加速系８及び制御系９を駆動制御する。即ち、目標先行車
輌との現在実際の車間距離が設定車間距離よりも長ければ、自車輌の車速を上げて目標先
行車輌との車間距離を縮めるように加速系８を制御し、短ければ、自車輌の車速を下げて
目標先行車輌との車間距離を伸ばすように制御系９を制御し、同じであれば、現在の自車
輌の車速を維持するように加速系８及び／又は制御系９を制御する。
【００４８】
　図４（ａ）は、追従走行モードにおけるディスプレイ装置４の画面表示の一例を示して
いる。フロントウインドシールド１５を通して見える現実風景３０の道路上、自車輌の前
方には、自車輌と同じ追越車線３１に１台の先行車輌３２が、更に隣の走行車線３３に別
の１台の先行車輌３４が走行している。この場面において、先行車輌検知部１１は、レー
ダーセンサー２０を走査することによって両方の先行車輌３２，３４を検知しているが、
自車輌と同じ車線３１上で自車輌に最も近い先行車輌３２を目標先行車輌に決定する。
【００４９】
　このとき検出した目標先行車輌３２との車間距離、相対速度、方向等のデータは、先行
車輌検知部１１によってそのメモリに記憶させると共に、目標先行車輌３２の決定と共に
ＡＣＣ制御部７に送信される。更に先行車輌検知部１１は、レーダーセンサー２０を継続
して連続的に走査することによって、目標先行車輌３２を自動追尾し、それとの車間距離
、相対速度、方向等のデータを連続的に収集して記録すると同時に、ＡＣＣ制御部７に提
供する。
【００５０】
　ＡＣＣ制御部７は、先行車輌検知部１１から目標先行車輌決定の通知を受けて、車輌用
画像表示システム２のディスプレイ制御部５に、目標先行車輌であることを表すマーキン
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グ画像の表示を指示する。それと同時に、ＡＣＣ制御部７は、先行車輌検知部１１から提
供される目標先行車輌３２の位置情報を、実質的な時間遅れ無しでディスプレイ制御部５
に送信開始する。
【００５１】
　車輌用画像表示システム２のティスプレイ装置４は、図４（ａ）に示すように、目標先
行車輌を表すマーキング画像３５を、フロントウインドシールド１５を通して見える先行
車輌３２に重なるように表示する。マーキング画像３５は、先行車輌検知部１１から提供
される目標先行車輌３２の情報に基づいて、ディスプレイ制御部５がディスプレイ情報記
憶部６から入手した画像データを加工処理し、ＨＵＤ装置２４からフロントウインドシー
ルド１５上の表示領域２８に表示させる。マーキング画像３５の表示は、ＡＣＣシステム
３が目標先行車輌３２を見失うことなく追従走行モードを実行している間、継続して行わ
れる。
【００５２】
　本実施形態のマーキング画像３５は、図示するように、目標先行車輌３２の輪郭を囲む
ように概ね四角い太枠線で形成されている。マーキング画像３５には、四角い太枠線以外
の様々な形や表示を用いることができる。例えば、丸い太枠線や、車体の下部を路面側か
ら囲むように、楕円の上側が部分的に欠けた太枠線で構成することもできる。また、マー
キング画像３５は、運転者の注意を喚起するために、例えば赤又は橙等の目立つ色で表示
することができる。
【００５３】
　先行車輌検知部１１からＡＣＣ制御部７を介してディスプレイ制御部５に提供される目
標先行車輌３２の位置情報は、上述したようにレーダーセンサー２０とフロントカメラ１
６，１６とを併用した場合、該目標先行車輌を後方から見た形状や大きさに関するより高
精度なデータを含むことができる。従って、マーキング画像３５は、単に現実風景３０内
の目標先行車輌３２に正確に位置合わせできるだけでなく、目標先行車輌３２の外郭線に
より適合するように加工して表示させることができる。自車輌から目標先行車輌３２まで
の距離が遠過ぎたり、天候条件が不良なため、フロントカメラ１６，１６が目標先行車輌
３２を十分に捉えられない場合には、例えばレーダーセンサー２０のレーダー波を俯角方
向や仰角方向に変化させて照射することによって、先行車輌の後部形状や大きさを検出す
ることも可能である。
【００５４】
　通常の追従走行モードでの走行中も、マーキング画像３５は、目標先行車輌３２の走行
状況、該車輌との位置関係等に応じて、その形状や大きさ、色等の表示属性を変化させる
ことができる。例えば、目標先行車輌３２が急に加速して、それとの車間距離が急に広が
り始めたり設定車間距離よりも一定以上に大きくなったりすると、ＡＣＣ制御部７は加速
系８を制御して、目標先行車輌３２との車間距離を設定車間距離に戻す又は近付けるよう
に自車輌を加速させる。
【００５５】
　このとき、例えばマーキング画像３５の色をより目立つ色に（例えば、黄から橙又は赤
に）変えたり、枠線の太さを大きくしたり、枠形状を変化させたり、点滅かつ／又は蛍光
表示したり、輝度を強くしたり、それら及びその他の表示属性を動的に変化させることに
よって、目標先行車輌３２との車間距離が大きくなっていること、及びそれに対応して自
車輌が加速することを運転者に認識させることができる。このようなマーキング画像３５
の変化は、ＡＣＣ制御部７が加速系８に加速を指示すると同時に、ディスプレイ制御部５
にも指示し、該ディスプレイ制御部が、ＡＣＣ制御部７から送信された目標先行車輌３２
の位置情報の変化に基づいて行う。
【００５６】
　逆に、目標先行車輌３２が急に減速して、それとの車間距離が急に狭まり始めたり設定
車間距離よりも一定以上に短くなったりすると、ＡＣＣ制御部７は制御系９を制御して、
目標先行車輌３２との車間距離を戻す又は近付けるように自車輌を減速させる。このとき
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も、同様にＡＣＣ制御部７がディスプレイ制御部５に指示して、マーキング画像３５の色
や点滅／蛍光表示等の表示属性を変化させることによって、目標先行車輌３２との車間距
離が小さくなっていること、及びそれに対応して自車輌が減速することを運転者に認識さ
せることができる。
【００５７】
　本実施形態では、図４（ａ）に示すように、目標先行車輌ではない先行車輌３４にも、
先行車輌検知部１１によって検知されていることを表すマーキング画像３６が、同様にフ
ロントウインドシールド１５を通して見える先行車輌３４に重ねて表示されている。マー
キング画像３６も、同様に、先行車輌３４の輪郭を囲む概ね四角い太枠線で形成されてい
るが、かかる形態に限定されるものではない。しかし、目標先行車輌３２のマーキング画
像３５と一目で明確に識別し得るように、異なる形状、線の太さ、又は色を用いることが
好ましい。
【００５８】
　マーキング画像３６が表示された先行車輌３４の位置情報は、目標先行車輌３２の位置
情報と同様に、先行車輌検知部１１のメモリに記憶され、かつＡＣＣ制御部７に提供され
る。ＡＣＣ制御部７は、目標先行車輌３２ではない先行車輌の位置情報として、車輌用画
像表示システム２のディスプレイ制御部５にマーキング画像３６の表示を指示する。ディ
スプレイ制御部５は、先行車輌検知部１１から受信した先行車輌３４の位置情報に基づい
て、ディスプレイ情報記憶部６から入手した画像データを加工処理し、ＨＵＤ装置２４か
らフロントウインドシールド１５上にマーキング画像３６を表示させる。
【００５９】
　その後も、先行車輌３４がレーダーセンサー２０によって検知されている限り、その位
置情報は先行車輌検知部１１により連続的に収集されかつ記憶されると共に、ＡＣＣ制御
部７に提供される。目標先行車輌を表わしていないマーキング画像３６は、常に表示して
いる必要性が無いとも考えられる。その場合、マーキング画像３６は、先行車輌３４を最
初に検知して表示した後は消滅させ、その後は、先行車輌３４が自車輌の前方に継続して
存在する間、例えば一定時間毎に短時間だけ表示させてもよい。また、自車輌の前方に走
行車線３３上を走行する別の車輌が表れた場合も、レーダーセンサー２０によって検知さ
れると、その位置情報が同様に先行車輌検知部１１により収集されて記憶され、ＡＣＣ制
御部７を介してディスプレイ装置４によって別のマーキング画像３６が表示される。
【００６０】
　先行車輌検知部１１が目標先行車輌を見失ったとき、ＡＣＣ制御部７は、自車輌が走行
する車線上で少なくとも設定車間距離の範囲内に他の先行車輌が存在しない場合、追従走
行モードを定速走行モードに切り換えて、加速系８及び制御系９を駆動制御する。即ち、
自車輌の現在の車速が設定車速よりも速ければ、設定車速に向けて減速するように制御系
９を制御し、遅ければ、設定車速に向けて加速するように加速系８を制御し、同じであれ
ば、現在の車速を維持するように加速系８及び／又は制御系９を制御する。
【００６１】
　先行車輌検知部１１が目標先行車輌を見失ったとき、自車輌が走行する車線上で設定車
間距離の範囲内に他の先行車輌が存在する場合、ＡＣＣ制御部７は、前記他の先行車輌に
追突しないように、追従走行モードを定速走行モードに切り換えることなく、ＡＣＣを解
除することができる。この場合、運転者は、直ちに完全な手動運転に移行しなければなら
ない。
【００６２】
　このような目標先行車輌の見失いによる追従走行モードから定速走行モードへの切換え
やＡＣＣの解除は、運転者に違和感を覚えさせたり驚かせ、安全な車輌の走行に影響を及
ぼすことも考えられる。従って、目標先行車輌を完全に見失う前に、その可能性が起こり
つつあることを運転者に予め認識させておくことが好ましい。
【００６３】
　例えば、図４（ａ）の走行状況において、先行車輌検知部１１は目標先行車輌３２を、
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それと自車輌との間に走行車線３３から先行車輌３４が割り込んでくる場合に見失うこと
がある。図４（ｂ）は、そのような場合におけるディスプレイ装置４の画像表示を例示し
ている。
【００６４】
　先行車輌３４が追越車線３１に進入してくるに連れて、自車輌の運転席から見える目標
先行車輌３２の範囲又は部分は、先行車輌３４の陰に隠れて小さくなる。これに概ね対応
して、先行車輌検知部１１が検出し得る目標先行車輌３２の範囲又は部分も小さくなるか
ら、マーキング画像３５も、それに合わせた形状、大きさに小さく加工して表示される。
最終的に目標先行車輌３２が先行車輌３４に隠れて完全に見えなくなると、マーキング画
像３５は消去される。他方、先行車輌３４には、その存在を先行車輌検知部１１が検知し
ていることを示すように、マーキング画像３６が表示されている。
【００６５】
　マーキング画像３５が小さくなって消去されようとしていること、即ち目標先行車輌３
２が見失われようとしていることを運転者によりはっきりと気付かせるために、例えば、
その枠線の色をより目立つ色に変えたり、その太さを大きくしたり、輝度を強くしたり、
点滅／蛍光表示したりすることが好ましい。例えば、通常は運転者及び他の搭乗者が安心
感を覚え易いと思われる青系や緑系の色で表示し、マーキング画像３５の四角い枠の面積
が減少する割合に応じて、例えば黄、橙更に赤に変化させることができる。
【００６６】
　別の実施形態では、これらの変化を組み合わせたり、これら及びその他の表示属性を動
的に変化させることもできる。これにより、運転者は、ＡＣＣシステム３が目標先行車輌
３２を見失う可能性、その程度、それによる追従走行モードから定速モードの切換え、又
はＡＣＣの解除を予め認識でき、慌てることなく即座に対応できる準備を整えることがで
きる。
【００６７】
　先行車輌検知部１１が目標先行車輌３２を見失うと、そのことがＡＣＣ制御部７を介し
てディスプレイ制御部５に伝達され、マーキング画像３５はディスプレイ装置４即ちフロ
ントウインドシールド１５から消去される。ここで、割り込んだ先行車輌３４が自車輌と
同じ追越車線３１上を走行しており、ＡＣＣ制御部７がＡＣＣを解除した場合、運転者が
前記ＡＣＣスイッチをオンにしなければ、先行車輌検知部１１は、先行車輌３４を単なる
先行車輌として可能な限り検知し続け、その位置情報を自己のメモリに記憶させる。この
位置情報は、ＡＣＣ制御部７を介してディスプレイ制御部５に提供し、マーキング画像３
６を先行車輌３４に適宜表示させることができる。
【００６８】
　他方、ＡＣＣ制御部７がＡＣＣを解除した後、運転者が再び前記ＡＣＣスイッチをオン
にした場合、先行車輌３４が追越車線３１上で最も近い先行車輌であれば、ＡＣＣ制御部
７の目標先行車輌決定部７３は、これを新たな目標先行車輌に決定する。そして、ＡＣＣ
制御部７は、追従走行モードで加速系８及び制御系９の駆動制御を開始すると同時に、先
行車輌３４に対して目標先行車輌を表すマーキング画像を表示するように、ディスプレイ
制御部５に指示する。それにより、先行車輌３４には、マーキング画像３６に代えてマー
キング画像３５が表示される。
【００６９】
　先行車輌３４が自車輌の前方に割り込んできた後も、先行車輌検知部１１が目標先行車
輌３２を完全に見失わずに、引き続き検知している場合が有り得る。このとき、目標先行
車輌３２に対する追従走行を続けていると、自車輌と先行車輌３４との車間距離が十分で
なければ、先行車輌３４に追突する危険性がある。そこで、ＡＣＣは、ＡＣＣ制御部７に
よって自動で、又は運転者の手動により解除することが好ましい。
【００７０】
　その場合、目標先行車輌３２は、追従走行の対象となる先行車輌ではなくなるので、先
行車輌検知部１１によって検知されていても、マーキング画像３５は、ＡＣＣ制御部７か
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らの通知によってディスプレイ装置４の画面表示即ちフロントウインドシールド１５から
消去される。その代わり、先行車輌検知部１１が引き続き検知している限り、その位置情
報は前記メモリに記憶され、ＡＣＣ制御部７を介してディスプレイ制御部５に提供され、
マーキング画像３６を先行車輌３２に適宜表示させることができる。
【００７１】
　ＡＣＣの解除後、運転者が再び前記ＡＣＣスイッチをオンにしたとき、先行車輌３４が
自車輌と同じ追越車線３１上で最も近い先行車輌であれば、ＡＣＣ制御部７の目標先行車
輌決定部７３は、これを新たな目標先行車輌に決定する。そして、ＡＣＣ制御部７は、追
従走行モードで加速系８及び制御系９の駆動制御を開始すると同時に、先行車輌３４に対
して目標先行車輌を表すマーキング画像を表示するように、ディスプレイ制御部５に指示
する。それにより、先行車輌３４には、マーキング画像３６に代えてマーキング画像３５
が表示される。
【００７２】
　ＡＣＣの解除後、先行車輌３４が追越車線３１から移動して、先行車輌３２が再び自車
輌と同じ追越車線３１上で最も近い先行車輌になったとき、それまでの間続けて先行車輌
３２が先行車輌検知部１１により検知されていれば、運転者が再び前記ＡＣＣスイッチを
オンにすることによって、ＡＣＣ制御部７は、先行車輌３２を目標先行車輌に復帰させる
ことができる。そして、ＡＣＣ制御部７の指示によって、ディスプレイ制御部５は、先行
車輌３２に再びマーキング画像３５を表示させる。
【００７３】
　上述したディスプレイ装置４の画面表示は、それと同時に、画像表示システム２の補助
的ディスプレイ装置であるモニター装置２６の画面にも表示させることができる。このと
き、ディスプレイ装置４における現実風景は、フロントカメラ１６，１６により撮像した
リアルタイムの動画からなる自車輌前方の撮像風景に置き換えて表示される。走行中の自
車輌前方の風景は、フロントカメラ１６，１６によって高精度に把握できるので、前記撮
像風景に、ディスプレイ装置４におけるマーキング画像３５，３６と同様のマーキング画
像を正確に位置合わせして表示することは、比較的容易である。
【００７４】
　モニター装置２６の画面には、前記マーキング画像以外に、実行中のＡＣＣに関する様
々な情報を表示することができる。このような情報には、例えば、実行中の走行モード（
追従走行モード又は定速走行モード）の表示、設定車間距離、設定車速、目標先行車輌と
の測定車間距離、目標先行車輌の推定車速、先行車輌検知部１１による先行車輌のロック
オンや目標先行車輌の見失いの点滅表示等がある。これらの情報は、ディスプレイ装置４
にってフロントウインドシールド１５に画面表示することも可能であるが、運転者にとっ
て車輌運転の妨げになり得るものは、モニター装置２６により補助的に画面表示すること
が好ましい。
【００７５】
　ＡＣＣでの走行中に目標先行車輌３２を見失う別の例として、道路の急なカーブの内側
に前方視界を制限する地形や構造物等の遮蔽物が存在する場合がある。図５（ａ）～（ｃ
）は、そのような場合におけるディスプレイ装置４の画像表示の変化を例示している。
【００７６】
　図５（ａ）は、目標先行車輌３２が、追越車線３１の右側への急なカーブ３１ａに進入
しようとしているところであり、カーブ３１ａの内側には、比較的急な斜面の法面３８が
存在する。目標先行車輌３２は、この時点でカーブ３１ａに沿って右向きに旋回し始めた
ばかりで、車体全体が視界に見えている。従って、先行車輌検知部１１は、目標先行車輌
３２の後部全体を明確に検出でき、フロントウインドシールド１５には、図４（ａ）と同
様に目標先行車輌であることを表す通常のマーキング画像３５が、表示されている。
【００７７】
　図５（ｂ）では、目標先行車輌３２が既にカーブ３１ａに或る程度進入している。目標
先行車輌３２は、相当右側に旋回して車体の向きが大きく変化していると共に、車体前部
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がカーブ３１ａ内側の法面３８に隠れている。車体後部は、未だ全体が視界の中に見えて
いるものの、車体が大きく右向きになっているので、図５（ａ）よりも相当小さくなって
おり、これに対応してマーキング画像３５も相当小さく表示されている。
【００７８】
　道路が更に右側に急カーブしていくと、目標先行車輌３２は、図５（ｃ）のように、概
ね車体全体がカーブ３１ａ内側の法面３８に隠れてしまう。同図では、目標先行車輌３２
の車体後部の僅かな一部が視界の中に見えており、先行車輌検知部１１が検出し得る範囲
で、マーキング画像３５が非常に小さく表示されている。そして、目標先行車輌３２の車
体が完全に法面３８に隠れてしまうと、マーキング画像３５は消去される。
【００７９】
　図４に関連して上述したように、マーキング画像３５が小さくなって消去されようとし
ていること、即ち目標先行車輌３２が見失われようとしていることを運転者によりはっき
りと気付かせるために、例えば、その枠線の色をより目立つ色に変えたり、その太さを大
きくしたり、輝度を強くしたり、点滅かつ／又は蛍光表示したりすることが好ましい。例
えば、通常は運転者及び他の搭乗者が安心感を覚え易いと思われる青系や緑系の色で表示
し、マーキング画像３５の四角い枠の面積が減少する割合に応じて、例えば黄、橙更に赤
に変化させることができる。
【００８０】
　更に別の実施形態では、これらマーキング画像３５の変化を組み合わせたり、これら及
びその他の表示属性を動的に変化させることもできる。これにより、運転者は、ＡＣＣシ
ステム３が目標先行車輌３２を見失う可能性、その程度、それによる追従走行モードから
定速モードの切換え、又はＡＣＣの解除を予め認識でき、慌てることなく即座に対応でき
る準備を整えることができる。尚、このようにして目標先行車輌３２を見失った後のＡＣ
Ｃの動作は、図４に関連して上述した説明と実質的に同じであるので、これ以上の説明を
省略する。
【００８１】
　他方、割り込んできた先行車輌３４が元の走行車線に戻ったり、急なカーブ３１ａが切
れたり法面３８等の遮蔽物が無くなることによって、視界から見失われた目標先行車輌３
２が比較的僅かな時間で視界の中に戻ってくることがある。そのとき、先行車輌検知部１
１又はＡＣＣ制御部７は、自車輌と同じ追越車線３１上で前方を走行する最も近いこの先
行車輌が、その位置や車間距離、車速等の検出データを自己のメモリに記憶されているデ
ータと比較することによって、見失ったばかりの目標先行車輌３２であることを検出する
ことができる。このように目標先行車輌３２が認識された場合、ＡＣＣ制御部７は、自動
的に定速走行モードに切り換えたりＡＣＣを解除することなく、これを再び元の追従走行
モードの目標先行車輌として自動的に復活させることができる。
【００８２】
　これにより復活した目標先行車輌３２には、改めてマーキング画像３５が表示される。
復活表示の際、マーキング画像３５の表示を、例えば点滅又は蛍光表示したり、色又はそ
の他の表示属性を動的に変化させることによって、ＡＣＣが定速走行モードへの切換えや
解除無しで、元の追従走行モードに復活したことを運転者に明確に認知させることができ
る。
【００８３】
　これに類似した例として、目標先行車輌３２が車線変更（例えば、追越車線から走行車
線に）したり本線から分岐路に進行したために、自車輌の前方視界から見失われてしまう
場合がある。この場合、ＡＣＣの動作及びマーキング画像３５の表示は、図５に関連して
上述した説明と実質的に同じであるので、これ以上の説明を省略する。
【００８４】
　図６は、本発明の好適な実施形態の車輌用画像表示システムを走行環境認識システムに
組み合わせた走行支援システムの構成全体を概略的に示している。同図に示すように、走
行支援システム４１は、車輌用画像表示システム２と、それに接続された走行環境認識シ
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ステム４２とを備える。
【００８５】
　車輌用画像表示システム２は、図１の走行支援システム１を構成するものと基本的に同
じものであって、自動車のフロントウインドシールドを画面表示に利用したディスプレイ
装置４、ディスプレイ制御部５、及びディスプレイ情報記憶部６を備える。車輌用画像表
示システム２は更に、自動車のダッシュボードにインダッシュ又はオンダッシュで搭載さ
れるモニター装置を補助的なディスプレイ装置として備えることができる。
【００８６】
　走行環境認識システム４２は、自車輌が走行している前方及びその周辺の環境状況を自
動的に認識して運転者に報知するための車載システムであり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを
含むマイクロコンピュータからなる走行環境認識制御部４３を備える。走行環境認識制御
部４３は、前方対象物検知部４４、走行状態検知部４５、及び通信部４６に接続されてい
る。
【００８７】
　前方対象物検知部４４は、自車輌の前方、及び場合によっては検知し、検知したデータ
を走行環境認識制御部４３に送信する機能を有する。そのために、前方対象物検知部４４
は、レーダーセンサー２０、フロントカメラ１６，１６、及び自車輌に搭載された他のカ
メラ並びにセンサーに接続され、それらが検出したデータをリアルタイムで受信して、対
象物の存在を検知できるようになっている。レーダーセンサー２０が、上述したミリ波レ
ーダーに加えて赤外線センサーを備え、フロントカメラ１６，１６が赤外線カメラ、特に
遠赤外線カメラであると、好都合である。
【００８８】
　ここで、対象物とは、広い意味において、自車輌の前方を走行する先行車輌、前方に駐
停車する車輌、対向方向から接近する対向車輌、自車輌が走行する車線に接続した道路又
は車線を走行する周辺車両、自車輌の前方及び周辺に存在する歩行者及び動物、自車輌が
走行している道路の境界（車線及び分岐表示、中央分離帯、車線分離標、路肩、歩道、横
断歩道、トンネル、駐車帯等）、道路附属物（ガードレール、信号機、照明灯、案内板、
道路標識、電柱、各種支柱等）、道路周辺の建物、道路上の障害物（落下物、事故車両、
倒木等の倒壊物、落石、土砂崩れ、路面陥没等）等をいう。狭い意味では、上記広い意味
の対象物の内で、自車輌のフロントウインドシールドを通した視野の範囲に存在するもの
だけをいうことができる。
【００８９】
　走行状態検知部４５は、各種車載センサーから自車輌の走行状態、即ち車速、加減速、
操舵、車体の向き（ヨーレート）等を検知し、検知したデータを走行環境認識制御部４３
に送信する機能を有する。そのために、走行状態検知部４５は、自車輌の操舵系に設置さ
れたシフトポジションセンサー、加速系に設置された原動機の回転センサー、制動系に設
置されたブレーキセンサー、車輪等に設置された速度センサー等から、自車輌の走行状態
に関するデータを入手する。
【００９０】
　更に走行環境認識制御部４３には、自車輌がカーナビゲーションシステム４７を搭載し
ている場合、該システムから自車輌の走行位置、走行ルート、目的地等の走行情報を提供
することができる。カーナビゲーションシステム４７から提供される情報には、自車輌の
現在位置周辺の地図並びに道路情報及び車線等の路線情報を含むことができる。
【００９１】
　通信部４６は、自車輌の外部との間で無線通信により情報を受送信し、入手した情報を
走行環境認識制御部４３に提供する機能を有する。通信部４６は、例えば自車輌位置を精
度良く把握するために、地球を周回している衛星から送信されてくる信号や画像データを
グローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）装置により受信することができる。
【００９２】
　また、通信部４６は、自車輌の周囲を走行又は駐停車している他車との間で近距離無線
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通信を直接行う所謂車車間通信によって、当該他車の位置や進路、走行状態、及び場合に
よっては車種、車輌型式、車輌形状等の車輌情報を入手できる。更に通信部４６は、道路
上又は道路に沿って設けられた各種センサー及びアンテナ等の通信機器との間で直接又は
周辺エリアのサーバーを介して無線通信する所謂路車間通信によって、及び／又はインタ
ーネットや公共放送を通じた交通情報センターとの無線通信によって、他車輌の走行状況
だけでなく、最新の道路状況等の交通情報を入手することができる。
【００９３】
　図７は、車車間通信及び路車間通信の典型例を概略的に示している。同図において、他
車輌５４は、自車輌１４が備える走行支援システム４１の通信部４６と近距離無線通信を
行うための通信部５５を備えている。これにより、自車輌１４と他車輌５４とは、両車輌
が所定の通信距離範囲内にある限り、必要に応じて自車の走行状況、周辺の道路状況等の
交通状況に関する、画像データを含む情報を相互に交換することができる。
【００９４】
　自車輌１４が走行している道路５６には、例えばチップ形状の通信装置からなる通信チ
ップ５７を該道路に沿って設置されている。通信チップ５７は、例えば道路５６の路面や
路肩に埋設したり、車道中央線、車線境界線等に設置した道路鋲５８や、道路の路肩又は
車線に沿って立設した各種ポール５９に取り付けることができる。
【００９５】
　通信チップ５７は、或る実施形態において、自己のメモリ内に記録されている個別のチ
ップ設置位置情報を無線で周囲に発信する機能を有し、それを受信した付近の車両は自己
の位置を認識することができる。別の実施形態において、通信チップ５７は、無線で情報
を送受信する機能を有し、付近を通過した車両が発信した電波情報を受信して、それに含
まれる当該車両の車両情報、走行情報等を周辺エリアのサーバー６０（例えば、クラウド
サーバー）にケーブルを介して直接、又は該ケーブル若しくは無線で接続された中継局６
１を介して無線で送信することができる。サーバー６０は、通信チップ５７から受信した
車両の走行情報等を直接又はインターネット６２を介して無線で付近の車輌に配信する。
【００９６】
　更に道路には、道路脇に立設した各種支柱６３の上部に、例えばレーダーセンサーや赤
外線カメラ等からなるセンサー装置６４を通信装置６５と共に設置することができる。セ
ンサー装置６４は、柱上からその下側の道路状況、走行する車輌の交通状況等を検出し、
通信装置６５を用いて情報をリアルタイムでサーバー６０に送信する。サーバー６０は同
様に、センサー装置６４から得た交通情報を直接又はインターネット６２を介して無線で
付近の車輌に配信する。
【００９７】
　図７の車車間通信及び路車間通信は単なる例示であって、本発明が図７に記載の構成に
限定されないことは言うまでもない。本発明において適用される車車間通信及び／又は路
車間通信は、設置されるセンサーや通信装置・設備、それらの配置や全体の構成を様々に
変更することができる。
【００９８】
　走行環境認識制御部４３は、対象物データ処理部４８、対象物判定部４９、対象物危険
度判定部５０、及び対象物表示指示部５１を有する。対象物データ処理部４８は、自車輌
の前方及び周辺に存在する対象物を判定し得るようにするために、前方対象物検知部４４
がレーダーセンサー２０、フロントカメラ１６，１６、及び自車輌に搭載した他のカメラ
並びにセンサーから受信したリアルタイムの検出データを処理する。対象物データ処理部
４８は更に、同様に自車輌の前方及び周辺の対象物の判定に使用するために、通信部４６
を介して前記車車間通信及び／又は路車間通信により外部から入手した自車輌周辺の交通
情報を処理する。
【００９９】
　対象物データ処理部４８が処理したデータは、即座に対象物判定部４９に送られる。対
象物判定部４９は、受け取った前記テータから、第１に自車輌の前方及び周辺に存在する
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対象物の輪郭及び位置を認識して判定する。対象物の輪郭及び位置の認識及び判定には、
そのリアルタイムでの連続的な変化（移動、変形等）も含まれる。
【０１００】
　ここで、対象物の位置には、自車輌１４に搭載される前記センサーやカメラが検出した
データに基づく、自車輌に関する相対的位置と、通信部４６を介して外部から入手したデ
ータに基づく地理的位置の双方が含まれる。対象物データ処理部４８は、対象物の前記相
対的位置と地理的位置とを相関させて処理し、自車輌１４のフロントウインドシールド１
５からなるディスプレイ装置４上に表示する場合の表示位置を計算することができる。
【０１０１】
　更に対象物判定部４９は、認識判定した対象物の輪郭から、対象物の実体が何であるか
を判定する。対象物の実体判定は、例えば走行環境認識システム４２の図示しないデータ
記憶部に事前に保存されている様々な対象物の形態に関する比較データとの対比によって
行う。例えば、対象物の形状が時間と共に変化している場合、そのいずれかの時点での形
状が比較データと一致又は概ね一致すれば、その対象物の実体を推測することができる。
また、対象物データ処理部４８が入手した検出データに対象物の温度が含まれている場合
には、それも含めて判断する。
【０１０２】
　対象物危険度判定部５０は、対象物判定部４９が認識した対象物が、自車輌の走行にと
って障害物となり得るか否かにより、該対象物の危険度を判定する。対象物の危険度は、
該対象物の位置、その形態から対象物判定部４９が推測した実体、その変化（移動、変形
等）に基づいて、その程度即ち高低を決定することができる。例えば、自車輌が走行して
いる道路（車道）上に対象物がある場合、危険度は高くなり得る。これに対し、対象物が
車道の外側にある場合、危険度は低く判定し得る。また、対象物が人又は車輌であって自
車輌に接近するように移動している場合、危険度はその分高く判定することができる。
【０１０３】
　対象物表示指示部５１は、対象物判定部４９が認識した対象物の輪郭を、ディスプレイ
装置４である自車輌１４のフロントウインドシールド１５上に画像表示するように車輌用
画像表示システム２のディスプレイ制御部５に指示を送る。対象物表示指示部５１が送る
指示には、対象物の輪郭情報に加えて、その位置、危険度に関する情報が含まれる。対象
物の位置情報は、上述したように対象物データ処理部４８が計算したディスプレイ装置４
上の表示位置であることが好ましい。
【０１０４】
　対象物表示指示部５１から画像表示の指示を受けたディスプレイ制御部５は、指示され
た各対象物についてその輪郭を表す輪郭表示を作成し、それをディスプレイ装置４にフロ
ントウインドシールド１５上の所定の表示位置に表示するように指示する。対象物の輪郭
表示は、ディスプレイ情報記憶部６のデータファイルに予め記憶されている様々な画像表
示のパターンや表示方法のデータを利用して、対象物表示指示部５１からの指示に含まれ
ている対象物の輪郭に適するように作成される。
【０１０５】
　対象物の輪郭表示は、対象物判定部４９が認識した対象物の輪郭に沿って連続する輪郭
線により形成することが好ましい。この輪郭線の太さは、例えば自車輌から対象物までの
距離によって決定し、変更することができる。対象物が自車輌に近い場合は、輪郭線を太
くし、遠くなるほど細くすることによって、自車輌の運転者及び他の乗員は、対象物まで
の距離を瞬時にかつ直感的に把握することができる。
【０１０６】
　前記輪郭線の色は、例えば対象物の危険度に応じて決定し、変更することができる。危
険度が低い又は普通であれば、前記輪郭線を青色又は緑色等の比較的目立たない色で表示
し、危険度が高くなると、それに応じて黄、橙、赤で段階的に表すことができる。対象物
の危険度が特に高くなった場合は、前記輪郭線を点滅／蛍光表示することもできる。この
ような色表示及びその変化によって、自車輌の運転者及び他の乗員に、対象物の存在に加
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えてその危険性を注意喚起することができる。
【０１０７】
　対象物判定部４９が判定した対象物の実体が対象物表示指示部５１からの指示に含まれ
ている場合、対象物の種類毎に輪郭表示の色を分けることもできる。それによって、自車
輌の運転者及び他の乗員は、自車輌１４のフロントウインドシールド１５を通して見える
前方及び周辺の走行環境を瞬時にかつ直感的に把握することが容易になる。この場合、各
対象物の危険度は、輪郭表示を蛍光表示にしたり点滅させることによって、自車輌の運転
者及び他の乗員に認知させることができる。
【０１０８】
　輪郭表示のフロントウインドシールド１５上の表示位置は、対象物表示指示部５１から
の指示に含まれている場合は、それに従う。対象物表示指示部５１からの指示に、対象物
データ処理部４８が入手した対象物の前記相対的位置及び／又は地理的位置のみが含まれ
ている場合、それらの位置データから、ディスプレイ制御部５は、自己又は他のＣＰＵ等
の演算機能を利用してフロントウインドシールド１５上の表示位置を算出することができ
る。
【０１０９】
　図８乃至図１１は、図６の走行支援システムを用いて車輌を運転する際にディスプレイ
装置４即ちフロントウインドシールド１５上に表示される様々な画面表示の例を示してい
る。尚、図８乃至図１１において、それぞれ（ａ）図は、フロントウインドシールド１５
を通して見える、又は視界不良時において見えるであろう現実風景を示しており、（ｂ）
図は、フロントウインドシールド１５の現実風景に車輌用画像表示システム２による画面
表示を重ね合わせた合成風景を示している。
【０１１０】
　図８（ａ）は、自車輌が対向４車線道路８０を走行している場合のフロントウインドシ
ールド１５を通した現実風景である。同図において、走行環境認識システム４２が認識す
る対象物は、道路の境界を示す中央分離帯８１ａ、進行方向の路肩８２ａ及び車線境界線
８３ａ、同じ追越車線、進行方向及び対向車線をそれぞれ走行中の他車輌８４ａ～８６ａ
である。
【０１１１】
　図８（ｂ）は、走行環境認識システム４２が認識したこれらの対象物に対して、車輌用
画像表示システム２がそれぞれ輪郭表示８１ｂ～８６ｂをフロントウインドシールド１５
上に重ね合わせた合成風景である。中央分離帯８１ａ、路肩８２ａ及び車線境界線８３ａ
を表す輪郭表示８１ｂ～８３ｂは、カーナビゲーションシステム４７から提供される地図
情報及び／又は道路情報、通信部４６を介して外部から入手した位置情報及び／又は交通
情報を利用することによって、現実風景に対してより正確に整合させることができる。
【０１１２】
　同じ進行方向を走行する他車輌８４ａ、８５ａは、自車輌との離間距離によって危険度
即ち自車輌の走行に障害物となり得る可能性が変わる。そのため、他車輌８４ａ、８５ａ
の輪郭表示８４ｂ、８５ｂは、それらとの離間距離が短くなると、輪郭線を太く変化させ
かつ／又は表示色を黄、橙、赤等の目立つ色に変化させたり点滅／蛍光表示して、運転者
の注意を喚起することができる。
【０１１３】
　これに対し、対向車線を走行する他車輌８６ａは、中央分離帯８１ａによって進行方向
側との間が遮断されていれば、自車輌に対する危険度は低いと考えられる。その場合、輪
郭表示８６ｂは、自車輌との離間距離が短くなっても、表示色を変えることなく、輪郭線
の太さだけを変えて他車輌８６ａとの近い距離感を運転者に感じさせる程度で十分である
。
【０１１４】
　中央分離帯８１ａの状態は、カーナビゲーションシステム４７から提供される情報や通
信部４６を介して外部から入手した情報により、把握できる場合がある。通常、カーナビ
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ゲーションシステム４７及び外部からの入手情報のデータ処理は、走行環境認識システム
４２の走行環境認識制御部４３が行う。具体的には、上述したように対象物データ処理部
４８がデータ処理し、その処理データから対象物判定部４９が、自車輌が走行中の道路及
び周辺の走行環境を把握する。その結果、中央分離帯８１ａが単なる車線であったり、車
輌が容易に乗り越えられる程度に低い場合、輪郭表示８６ｂも、輪郭表示８４ｂ、８５ｂ
と同様に、表示色の変更や点滅／蛍光表示等によって、離間距離に応じた危険度を注意喚
起することが好ましい。
【０１１５】
　このように図８（ｂ）の合成風景がフロントウインドシールド１５上に画像表示される
ことによって、自車輌の運転者は、図８（ａ）の現実風景が実際にはほとんど見えない視
界不良の環境を走行している場合でも、対向４車線道路８０の進行方向側を安全に走行す
ることができる。また、対向４車線道路８０上の他車輌が障害物となり得る場合でも、そ
れを未然に回避することが可能である。
【０１１６】
　図９（ａ）は、自車輌が対向２車線道路９０の湾曲している区間を走行している場合の
フロントウインドシールド１５を通した現実風景である。同図において、走行環境認識シ
ステム４２が認識する対象物は、道路の境界を示す中央分離帯に設けられたガードレール
９１ａ、進行方向及び対向方向の路肩９２ａ，９３ａと、路肩脇に沿って立設された表示
板用の支柱９４ａ及び標識柱９５ａである。
【０１１７】
　図９（ｂ）は、走行環境認識システム４２が認識したこれらの対象物に対して、車輌用
画像表示システム２がそれぞれ輪郭表示９１ｂ～９５ｂをフロントウインドシールド１５
上に重ね合わせた合成風景である。これらはいずれも、道路の境界又は道路附属物で、そ
の位置や形態が経時的に変化しないものである。従って、輪郭表示９１ｂ～９５ｂは、自
車輌との離間距離及びその変化を運転者が瞬時にかつ直感的に把握できるようなものであ
ることが好ましい。
【０１１８】
　例えば、ガードレール９１ａの輪郭表示９１ｂは、輪郭線の太さを自車輌に近い側を太
く、遠い側を細くするように連続的に変化させ、その色表示は、自車輌に近付くに連れて
目立たない色から目立つ色に、例えば青色や緑色から黄、橙、赤へと、遠い側から近い側
まで連続的に変化させることができる。支柱９４ａ及び標識柱９５ａは、遠い側の輪郭表
示９４ｂよりも近い側の輪郭表示９５ｂの輪郭線を太くすることによって、両者の遠近感
を運転者に感知させることができる。また、支柱９４ａ及び標識柱９５ａの道路上の設置
位置によって、危険度が違う場合、その大小に応じて輪郭表示９４ｂ、９５ｂを互いに異
なる色にすることもできる。
【０１１９】
　図１０（ａ）は、自車輌が街中の対向２車線道路１００を走行している場合のフロント
ウインドシールド１５を通した現実風景である。同図において、道路１００上には中央分
離線１０１ａ及び横断道路１０２ａが引かれ、道路１００の両側には路肩１０３ａ，１０
４ａを介して歩道が設けられている。この場合、走行環境認識システム４２が認識する対
象物は、道路１００に設けられた中央分離線１０１ａ、横断歩道１０２ａ及び路肩１０３
ａ，１０４ａと、前記歩道又は横断歩道を歩行したり前記歩道で立ち止まっている歩行者
１０５ａ～１０７ａ、道路１００脇を路肩１０３に沿って走行している自転車１０８ａで
ある。
【０１２０】
　歩行者１０５ａ～１０７ａが歩行者（人）であること及び自転車１０８ａが自転車であ
ることの実体判定は、走行環境認識システム４２の対象物判定部４９が行う。対象物判定
部４９は、これら対象物の輪郭を対象物データ処理部４８の処理データから検出し、走行
環境認識システム４２の前記データ記憶部に予め記憶されている対象物データと比較照合
することによって判定する。
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【０１２１】
　図１０（ｂ）は、走行環境認識システム４２が認識したこれらの対象物に対して、車輌
用画像表示システム２がそれぞれ輪郭表示１０１ｂ～１０８ｂをフロントウインドシール
ド１５上に重ね合わせた合成風景である。中央分離線１０１ａ、横断歩道１０２ａ及び路
肩１０３ａ，１０４ａが道路の境界又は道路上の表示であるのに対し、歩行者１０５ａ～
１０７ａ及び自転車１０８ａはその動作が予測し難く、一般に危険度が高いと解される。
そのため、歩行者１０５ａ～１０７ａ及び自転車１０８ａの輪郭表示１０５ｂ～１０８ｂ
は、運転者の注意を喚起し易くすることが好ましい。
【０１２２】
　例えば、図１０（ａ）のような街中の道路では、自車輌から或る一定距離の範囲内で検
知される全ての人（主に歩行者）及び自転車を橙色で表示し、自車輌に接近するように移
動したり離間距離が短くなる等によって危険度が高くなると、赤色に表示を変化させたり
点滅表示や蛍光表示に変えることができる。また、人と自転車とは、輪郭表示１０５ｂ～
１０８ｂにおいてもその形態が大きく異なるので、同じ色で表示されていても、運転者は
比較的容易に区別することができる。
【０１２３】
　他方、道路の境界や道路上の表示である中央分離線１０１ａ、横断歩道１０２ａ及び路
肩１０３ａ，１０４ａの輪郭表示１０１ｂ～１０４ｂは、上述した図９（ｂ）の場合と同
様に扱うことができる。即ち、一般に人及び自転車よりも目立たない色、例えば青又は緑
色で表し、自車輌との離間距離に応じて輪郭線の太さを変化させたり、或る限度以上に接
近する等して危険度が高くなった場合に、赤色等の目立つ色に変化させたり点滅表示や蛍
光表示にすることができる。
【０１２４】
　横断歩道１０２ａは、道路上の表示であるので、自車輌との離間距離が短くなっても、
輪郭表示１０２ｂは、黄色等のように注意を促す色で表示すれば十分である。横断歩道１
０２ａ上又はその周辺に歩行者や自転車がある場合、例えばそれらの輪郭表示をより目立
つ色、例えば橙又は赤色で表示すれば、かつ／又は点滅表示や蛍光表示にすれば、それら
の存在を運転者は容易にかつ十分な注意力を持って感知することができる。
【０１２５】
　図１１（ａ）は、自車輌が郊外の対向２車線道路１１０を走行している場合のフロント
ウインドシールド１５を通した現実風景である。同図において、走行環境認識システム４
２が認識する対象物は、道路１１０の中央に引かれた中央分離線１１１ａ、両側の路肩１
１２ａ，１１３ａ、走行車線に放置された落下物１１４ａ、中央分離線１１１ａ付近に生
じた陥没穴又は亀裂１１５ａ、対向車線を遮断する倒木１１６ａ、及び道路１１０脇に出
現した野生動物１１７ａである。
【０１２６】
　落下物１１４ａ、陥没穴１１５ａ、倒木１１６ａ及び野生動物１１７ａの実体判定は、
走行環境認識システム４２の対象物判定部４９が行う。対象物判定部４９は、これら対象
物の輪郭を対象物データ処理部４８の処理データから検出し、走行環境認識システム４２
の前記データ記憶部に予め記憶されている対象物データと比較照合することによって判定
する。
【０１２７】
　図１１（ｂ）は、走行環境認識システム４２が認識したこれらの対象物に対して、車輌
用画像表示システム２がそれぞれ輪郭表示１１１ｂ～１１７ｂをフロントウインドシール
ド１５上に重ね合わせた合成風景である。中央分離線１１１ａ及び路肩１１２ａ，１１３
ａが道路の境界又は道路上の表示であるのに対し、落下物１１４ａ、陥没穴１１５ａ及び
倒木１１６ａは、明らかに自車輌の走行を妨げる危険な道路上の障害物である。従って、
これらの輪郭表示１１４ｂ～１１６ｂは、最も高い危険度を表すように、例えば最初から
赤色で、更に／又は点滅表示又は蛍光表示で表し、運転者の注意を最大に喚起することが
好ましい。
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【０１２８】
　野生動物１１７ａは、歩行者以上にその動作が予測し難く、突然道路上に飛び出してく
る虞があるので、一般に危険度が高いと解される。従って、野生動物１１７ａの輪郭表示
１１７ｂは、歩行者と同等又はそれ以上に運転者の注意を喚起することが好ましい。例え
ば、図１０（ｂ）の歩行者及び自転車について上述したように、輪郭表示１１７ｂの輪郭
線の色、表示方法を選択することができる。
【０１２９】
　上述したように、図１０（ａ）及び図１１（ａ）における対象物の実体判定は、対象物
判定部４９が走行環境認識システム４２の前記データ記憶部の対象物データと比較照合す
ることによって行われる。しかしながら、実際には、対象物データとの比較照合だけで、
歩行者、自転車、落下物、陥没穴、倒木、野生動物等の実体を明確に判定することは困難
であることが予想される。
【０１３０】
　そこで、或る実施形態では、走行環境認識システム４２の走行環境認識制御部４３によ
ってデータ処理されたカーナビゲーションシステム４７及び／又は外部からの入手情報に
基づいて、対象物判定部４９が自車輌が走行中の道路及び周辺の走行環境を取得し、対象
物が道路自体に又は周辺に存在する構造物であるかを判定し、そうでない場合は、危険性
がある障害物として処理することができる。即ち、道路又はその周辺の固定された又は予
定された対象物と、そうでない対象物とを区別し、それに応じて及び予想される危険度を
加味して、各対象物の輪郭表示の色、輪郭線の太さ、表示方法等の属性を変えるようにす
る。
【０１３１】
　それによって、自車輌の運転者は、対象物の輪郭表示から、自車輌が所望の道路上をど
の程度安全に走行しているか、どのような及び／又はどの程度の障害物や危険が存在して
いるかをリアルタイムで感知し、更にその後起こり得る危険を予測することができる。そ
の結果、夜間又は天候不良の環境で視界不良の状態であっても、車輌を安全に走行させる
ことが可能になる。
【０１３２】
　別の実施形態では、走行中に対象物の危険度が高くなったことをリアルタイムで運転者
に警告するために、対象物の輪郭表示の色変化、点滅表示及び／又は蛍光表示に加えて、
警告音を発生させることができる。前記警告音は、例えば「ピッ」、「ピッピッ」等の信
号音であっても、音声によるものであっても良い。
【０１３３】
　前記警告音の発生は、例えば図２に示すように、自動車１４内に運転席を囲むように配
置された複数のスピーカー２９を用いて行うことができる。スピーカー２８が、車内に立
体的な音場を形成するサラウンドステレオ音響システムの一部として構成される場合、危
険度が高くなった対象物の方向から前記警告音が聞こえるように制御することができる。
かかる前記警告音の制御は、例えば走行環境認識システム４２の走行環境認識制御部４３
によって行われる。
【０１３４】
　以上、本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限
定されるものでなく、その技術的範囲内において、様々な変形又は変更を加えて実施する
ことができる。例えば、ディスプレイ制御部５を図１のＡＣＣシステム３内に又は図６の
走行環境認識システム４２内に設けることができる。更に、ディスプレイ情報記憶部６を
走行環境認識システム４２の前記データ記憶部に統合することも可能である。
【符号の説明】
【０１３５】
１　　　走行支援システム
２　　　車輌用画像表示システム
３　　　ＡＣＣシステム
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４　　　ディスプレイ装置
５　　　ディスプレイ制御部
６　　　ディスプレイ情報記憶部
７　　　ＡＣＣ制御部
８　　　加速系
９　　　制動系
１０　　入力部
１１　　先行車輌検知部
１２　　自車速センサー
１４　　自車輌
１５　　フロントウインドシールド
１６　　フロントカメラ
１８　　リアカメラ
２０，２１　　レーダーセンサー
２３　　ダッシュボード
２４　　ヘッドアップディスプレイ装置
２６　　モニター装置
２９　　スピーカー
３０　　現実風景
３２，３４　　先行車輌
３５，３６　　マーキング画像
４２　　走行環境認識システム
４３　　走行環境認識制御部
４４　　前方対象物検知部
４５　　走行状態検知部
４６，５５　　通信部
４７　　カーナビゲーションシステム
４８　　対象物データ処理部
４９　　対象物判定部
５０　　対象物危険度判定部
５１　　対象物表示指示部
５４　　他車輌
５６　　道路
５７　　通信チップ
６０　　サーバー
６２　　インターネット
７１　　追従走行制御部
７２　　定速走行制御部
７３　　目標先行車輌決定部
８０，９０，１００，１１０　道路
８１ｂ～８６ｂ，９１ｂ～９５ｂ，１０１ｂ～１０８ｂ，１１１ｂ～１１７ｂ　輪郭表示



(23) JP 2017-21546 A 2017.1.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(24) JP 2017-21546 A 2017.1.26

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(25) JP 2017-21546 A 2017.1.26

【図９】 【図１０】

【図１１】



(26) JP 2017-21546 A 2017.1.26

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０９Ｇ   5/10     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ    5/10     　　　Ｂ        　　　　　
   Ｂ６０Ｋ  35/00     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ    5/10     　　　Ｄ        　　　　　
   Ｂ６０Ｒ  21/00     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ    5/36     ５２０Ｃ        　　　　　
   Ｇ０２Ｂ  27/01     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ    5/36     ５２０Ｐ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    5/00     ５１０Ｄ        　　　　　
   　　　　                                Ｂ６０Ｋ   35/00     　　　Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｂ６０Ｒ   21/00     ６２６Ｇ        　　　　　
   　　　　                                Ｂ６０Ｒ   21/00     ６２４Ｃ        　　　　　
   　　　　                                Ｂ６０Ｒ   21/00     ６２４Ｇ        　　　　　
   　　　　                                Ｂ６０Ｒ   21/00     ６２４Ｂ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｂ   27/01     　　　　        　　　　　

Ｆターム(参考) 2H199 DA03  DA04  DA36 
　　　　 　　  3D344 AA19  AA21  AC25  AD01 
　　　　 　　  5C182 AA04  AB15  AB25  AB31  AC35  AC43  BA01  BA02  BA14  BA27 
　　　　 　　        BA28  BA29  BA35  BA75  BB02  BB11  CA32  CA54  CB03  CB13 
　　　　 　　        CB14  CB44  CB47  CB54  DA65 
　　　　 　　  5H181 AA01  CC02  CC03  CC04  CC12  CC14  FF05  FF24  FF33  FF35 
　　　　 　　        LL04  LL08  LL09 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

